
東根市教育委員会 中学校部活動方針（令和８年度） 

 
東根市教育委員会では，『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガ

イドライン（以下「国ガイドライン１」という。）』（令和４年１２月スポーツ庁・文化庁策定）及

び『部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（以下「国ガイドライ

ン２」という。』（令和７年１２月スポーツ庁・文化庁策定），学校部活動『山形県における部活動

改革のガイドライン（以下「県ガイドライン」）』（令和５年３月山形県教育委員会策定），『東根市

部活動改革に係るガイドライン（以下「市ガイドライン」）』（令和７年７月東根市教育委員会改定），

学習指導要領総則に則り本方針を策定する。また，本方針は，山形県中学校校長会，北村山中学校

校長会，山形県中学校体育連盟及び山形県中学校文化連盟の指針に則り，東根市中学校校長会，北

村山中学校体育連盟及び北村山中学校文化連盟との共通認識のもとに制定するものである。なお，

本方針は，中学校における運動部及び文化部の両活動に適用する。 

 

Ⅰ 東根市中学校部活動基本方針 

学校教育の一環として行われる部活動は，異年齢との交流の中で，生徒同士や教員との人間関係を

構築したり，生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど，教育的意義が大きい活動であ

る。また，生徒自身にとっても中学校生活の大きなウェイトを占め，人間形成においても大きな影響

を与える大切な活動である。 

しかし一方では，「自主的・自発的な参加による活動」による任意加入等，学習指導要領総則具現

化の未実施，生徒全員加入を求めながらも少子化進展による学校部活動種目数削減による限られた選

択幅，本来の部活動の目的を過大解釈した勝利至上主義により，生徒の心身の健康が危惧される程の

過度な活動が行われたり，全生徒の活動・練習の成果が発揮されることのない運営・指導体制に陥っ

たりすること等の課題が散見された。また，専門性や意思に係らず，顧問を務めるこれまでの指導体

制による教員の心身の負担増大なども指摘されている。令和７年６月には，公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案が可決。教員の業務量の適切な管

理と健康・福祉を確保するための措置も義務付けられ、講ずべき措置に関する指針に掲げる「業務の

３分類」に業務改善項目として部活動が示された。 

このことを踏まえ，生徒・教員・保護者にとって望ましいスポーツ・文化芸術等の環境を構築する

という観点のひとつとして学校部活動が存在し，東根市中学校部活動方針（以下「市方針」という）

を下記に明確に示し，適正に実施されることを目指す。 
 

 

 

 

 １ 学校部活動が「実施主体」となり計画・実施する内容 

⑴ スポーツや文化芸術等に親しむことを通したバランスのとれた心身の成長と，豊かな生涯

スポーツあるいは生涯学習を実現するための資質・能力の育成。 

⑵ 多様な目的を持つ生徒同士が自主的・自発的に参加し，その目的を達成するために探究す

る環境づくり。 

 ⑶ 生徒の自主的・自発的学習活動や練習を目的とした，「各種大会・コンクールへの出場を

目的とする実施主体・地域クラブ」との連携・支援。 

部活動は，「国ガイドライン１・２」に示される内容と「学習指導要領総則」に示された意

義を踏まえた，下記に示す「市方針」を基に，各校校長が適正な教育計画として構築する。 

 



⑷ 中体連・中文連主催大会のみに限り，個人および東根市部活動改革ガイドラインに示す「地

域クラブ②」に認定した地域クラブに加入している生徒への出場時の協力。 

   ※⑷の協力とは，学校から引率を派遣すること。ただし，原則当該校に部活動が設置 

されている種目のみ。 

⑸ 多様なスポーツ・芸術文化環境があり，選択肢があることの周知・助言 

 

２ 学校部活動が「実施主体」となり計画・実施しない内容 

⑴ 各種大会・コンクールへの「実施主体」としての出場 

⑵ 各種大会・コンクールへの出場を目的とした「実施主体」としての学習活動や練習，練習 

試合 

⑶ 部活動への加入斡旋 

 

Ⅱ 東根市中学校部活動基本方針を具現化するために 

 １ 校内の方針制定 

校長は，「市方針」をもとに各校の状況に適した部活動方針について学校運営協議会の承認を

もって制定し，教職員・生徒及び保護者，地域にＨＰ等で周知するとともに，東根市教育委

員会に報告する。 
 

 ２ 適切な指導の実施 

校長は，部活動顧問，部活動指導員及び校長委嘱指導員に対し，校長の示す部活動基本方針を

周知するとともに，体罰・ハラスメントを根絶するために適宜指導する。 
 

 ３ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

⑴ 校長は，学校部活動は生徒の主体的・自発的な参加により行われるものであることを踏ま

えて任意加入制とし，生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにする。 
⑵ 校長は，性別や障がいの有無，所属地域クラブを問わず，一人ひとりの違いや目的に応じ

た課題に取り組むことを大切にする環境整備と支援体制を構築する。 
① スポーツ・文化芸術活動を楽しめる，適度な頻度で行える環境の整備。 
② 他クラブ同士の交流や自主的活動内容を実施できる環境の整備 
③ 技能等向上や大会等で好成績を収めたい生徒への専門的支援，地域クラブへの紹介と 

連携。 
⑶ 校長は，合同部活動や拠点校部活動について，東根市部活動改革の進捗や地域の実態を踏

まえ，東根市教育委員会と連携し，方針の範囲内で生徒の支援に取り組むようにする。 

 

４ 部活動の実施日時について 

⑴ 実施日 

   ① 平日         週４日以内 

   ② 土・日，休日・祝日  実施しない 

   ③ 長期休業中  ①～②に加え，連続した休養日を設定する 



 

⑵ 実施時間    １時間以内（長期休業中も同様） 

⑶ その他 

① 始業前の活動は行わない。 

② 実施時間の延長は行わない。 

   ③ 校長は，定期・単元テスト等前に適切な部活動休止期間を定める。 

 

５ 年間活動計画及び年間活動実績について 

⑴ 部活動顧問は，上記「４ 部活動の実施日時について」の規定に基づき，年度当初に適切

な年間活動計画を作成して校長に提出し活動許可を得る。活動に変更がある場合は，校長

の許可を得る。 
⑵ 部活動顧問は，年度末に年間活動実績を校長に提出する。校長は，各部の活動内容を管理・

監督する。 
⑶ 校長は，各部活動の年間活動計画及び年間活動実績を教育委員会に報告する。 
 

６ 学校管理下外（地域クラブ等）の生徒の活動について 

⑴ 学校は，地域クラブ等，学校の管理課外の団体に所属して活動している生徒について，生

徒の保護者と連絡を取るなどしてその実態を把握する。また，その保護者及び生徒には，

必要があれば，「国・県・市ガイドライン」をもとに，「生徒の心身の健康・安全」をねら

いとして，校長の判断のもと，活動内容や活動時間について助言・指導を行う。 
⑵ 加入については，部活動同様任意とし，強制加入させたり加入しなければならないような

雰囲気になったりすることのないよう，地域クラブ等関係者及び保護者の理解と協力を得

る。 
 

７ 大会，発表会，コンクール等への参加について 

⑴ 部活動という各種目団体が「実施主体」となった出場・参加は，一切行わない。ただし，

東根市部活動改革ガイドラインに示す地域クラブ②（平日・休日の練習や練習試合を「実

施主体地域クラブ」として行い，中体連・中文連主催大会出場時のみ学校への支援協力を

要請している，東根市教育委員会が後援する地域クラブ）の支援として生徒を大会，発表

会，コンクール等に出場・参加させる場合は，校長の許可を得て支援する。 

⑵ 県外開催の大会，発表会，コンクール等に参加する場合，または宿泊を要する場合には，

校長は，教育委員会の承認を得る。 

⑶ 学校は，学校管理下外（地域クラブ等）に所属する生徒における大会，発表会，コンクー

ル等や県外遠征等への出場，参加について，その状況を把握する。学校は，保護者に対し，

事前に担任教員へ報告するよう理解と協力を求める。 

 

 



８ 部活動運営委員会（仮称）の設置及び保護者，地域との連携について 

⑴ 校長は，部活動運営委員会（仮称）を設置し，部活動顧問で組織する委員に部活動方針を

説明する。その後，部活動顧問より入部する保護者，生徒，部活動関係者にその内容を周

知する。 

⑵ 校長及び部活動顧問は，生徒が所属している学校管理下外の地域クラブの活動が，学校の

部活動と同じ内容の活動（単一校部活動の強化団体）の場合，「市部活動改革ガイドライ

ン」の規定内となるよう，クラブ等関係者及び保護者の理解と協力を得る。 
⑶ 校長及び部活動顧問は，部活動に保護者会が設置されている場合，その目的が部活動方針

に基づく支援・協力・応援にあることを確認し，部活動の他に，保護者会が単独で練習会

等を主催したりすることのないよう理解と協力を得る。なお，今後，市方針と部活動の地

域展開に鑑み，部活動保護者会の設置・存続について推奨しない。 

⑷ 保護者会における部活動運営費等がある場合は，その管理は保護者が行うものとする。た

だし，校長及び部活動顧問はその使途について把握し，各校の方針にある生徒の健全育成

に沿う活用内容になるよう，保護者の理解と協力を得る。なお，今後，市方針と部活動の

地域展開に鑑み，部活動保護者会による運営費の取り扱いについて推奨しない。 
 

                          策定期日 ２０１９年  ３月 ７日 

                          改訂期日 ２０２４年  ４月 １日 

                          改訂期日 ２０２４年 １０月２１日 

改訂期日 ２０２５年  ７月２８日 

改定期日 ２０２６年  １月２３日 

東根市教育委員会 

 

 

 


